
（1）意見募集期間 平成19年6月29日（金）から平成19年7月28日（土）

（2）告知方法 環境省ホームページ及び記者発表

（3）意見提出方法 郵送、ファックス、電子メール

（４）ご意見の提出数と内訳

提出元 提出数

民間企業関係 0通

事業者団体関係 0通

省庁・地方公共団体関係 2通

個人・その他 0通

合計 2通

NO ご意見に対する考え方

1
特定用途については、関係法令等を踏まえ定めております。また、特定用途として定められた
各用途の解釈について疑義が生じた場合には、必要に応じ、考え方を示す予定です。

2

特定建物の設置者等に対して報告を求めることができる「排出抑制のための配慮の状況」とし
ては、改正法第20条第１項に基づく届出事項の実施状況や、同条第２項に基づく添付書類の
記載事項の現状等を想定しており、報告を求めることができる内容を一律に明示することは困
難です。運用上必要な事項については、今後周知を図ります。

3

現行の使用管理計画の取扱と同様に、事業者は、周辺地域内事業者の要件に該当した場合
に、周辺地域内自動車に係る排出抑制計画を作成・提出することとなります。さらに、周辺地域
内事業者を特定するため、改正法第41条第３項では、都道府県知事に対し、自動車を使用す
る事業者に対する周辺地域内自動車の保有台数等に関する報告徴収等の権限を創設してい
ます。

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の
一部を改正する政令案及び同法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集結果

１．自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正
する政令案

ご意見の概要

（重点対策地区内における新設に関し届出が必要と
なる建物の特定用途として）政令で定めるものに加
え、トラックターミナル、荷捌き場、駅、大型駐車場、
学校、公園を追記すること。また、特定用途にあげら
れた各施設の定義を明示すること。

知事が特定建物の設置者や特定建物で事業を行う
者に対して報告を求めることができる排出抑制の配
慮の状況には、事業活動に係る交通量、規制適合あ
るいは不適合となる自動車の使用や利用の状況など
も含まれていることを明示すること。

（周辺地域内事業者の要件の１つである周辺地域内
自動車の保有台数を）30台と規定しているが、誰がど
のように把握するのかなど、周辺地域内事業者の特
定方法が不明であり、明示すること。
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4 現行の使用管理計画に関する事務と同様であり、「等」とは「国土交通大臣」を表しています。

5
関連施設、関係帳簿書類の範囲については、個々のケースにより異なることから、一律に明示
することは困難です。運用に当たっては、現行施行令第７条第２項と同じ考え方に基づき、適切
に判断されるものと考えています。

6

事業者は、周辺地域内事業者の要件に該当した場合に、周辺地域内自動車に係る排出抑制
計画を作成・提出することとなります。また、周辺地域内事業者を特定するため、改正法第41条
第３項では、都道府県知事に対し、周辺地域内自動車の保有台数等に関する報告徴収等の権
限を創設しています。
同項に基づく報告徴収は、周辺地域内自動車を使用する事業者が周辺地域内事業者の要件
に該当しているか否かを把握するために行われるものです。このため、報告徴収の内容として
は、周辺地域内自動車の台数及び周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数を
定めれば足りると考えています。また、同条第４項に基づく報告徴収については、業務の状況と
して報告を求めることができる内容を一律に明示することは困難です。運用上必要な事項につ
いては、今後周知を図ります。

NO ご意見に対する考え方

7

特定建物の設置者は、必ずしも車種別に駐車施設を設けるとは限らないことから、省令では単
に「収容台数」又は「面積」としています。もし、特定建物の設置者が駐車施設を車種別に設け
ることとしている場合には、必要に応じ、改正法第28条第１項の規定に基づき報告を求めること
を妨げるものではありません。

8
運用上必要な事項については、今後周知を図ります。また、いただいたご意見については、今
後の施策の参考とさせていただきます。

9
特定建物の設置者は、必ずしも、契約先である運送事業者等が、実際にどのような車種の自
動車を使用して物品を搬出入するかを把握しているとは限らないことから、省令では単に「自動
車の台数」としています。

（届出の添付書類として規定される）荷さばき施設に
おいて物品の搬出入を行う「自動車の台数」は、「自
動車の車種別 台数」とすること。

２．自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改
正する省令案

指定地区の指定や周辺地域は国が定めると改正法
に規定されており、周辺地域内事業者や周辺地域内
自動車の特定についても、当然、国が行うものと考え
るが、周辺地域内自動車を使用する事業者や周辺地
域内事業者の特定方法が不明であり、明示するこ
と。都道府県知事が、周辺地域内自動車を使用する
事業者に対して報告させることができる内容に、保有
している車の車種及び自動車NOｘ・PM法排出基準の
適否を追加すること。

（自動車の駐車のための施設の配置に関する）届出
事項は、「駐車場及び荷捌き施設の位置、面積、車
種別収容台数」とすること。

（自動車排出窒素酸化物等について）算定された総
量の予測値に係る評価の基準等を明示すること。ま
た、総量の予測値の算定において、来場予定車の車
種を予測し、国が指定する車種構成別排出係数を用
いるなど、容易に算定できるよう定めること。さらに、
自動車の駐車のための施設に駐車するまでのアイド
リング時における窒素酸化物等排出量も算定するよ
う定めること。

ご意見の概要

（周辺地域内事業者等に対して報告徴収及び立入検
査を実施する主体となる）都道府県知事等の「等」に
ついて明示すること。

（立入検査の対象となる）「関連施設」、「関係帳簿書
類」の具体的な範囲について明示すること。
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NO ご意見に対する考え方

10 いただいたご意見については今後検討してまいります。

11
現行法に基づく特定事業者による計画と同様に、本計画は、周辺地域内事業者が実施するこ
ととして選択した措置を計画に位置付けるものです。

12
「低公害車等」には、「低公害車開発普及アクションプラン」の対象となっている低公害車（天然
ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車など）、国土交通省による低排出ガス車認定制度
において認定を受けた自動車などが含まれます。

13
「指定地区内において運行する周辺地域内自動車の車種規制適合車の使用状況」及び「車種
規制適合車への代替計画」については、概要記載の「指定地区内において運行する周辺地域
内自動車の低公害車等への代替に関する計画」に含まれるものと考えています。

14
「適正運転」の内容等については、現行法に基づく特定事業者による計画と同様に、基本方針
等を踏まえて取り組まれるべきものと考えています。

15 ＮＯ１１、１３と同様の考え方です。

（計画に含まれ得る）低公害車等の「等」を明示するこ
と。なお、ここでいう低公害車等に関して、低排出ガス
車認定制度の対象となる車の他に想定しているもの
がある場合、どのような制度等によるものか、明示す
ること。

計画の内容に、「指定地区内において運行する周辺
地域内自動車の車種規制適合車の使用状況」及び
「車種規制適合車への代替計画」についても定めるこ
と。

３．自動車運送事業者等以外に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部を改正
する命令案及び自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一
部を改正する省令案

種々の地区の早期指定や対象事業者の迅速な特定
等を的確に実施するために、国が保有する荷主や車
両に関する情報を知事に提供するとともに、知事によ
る当該情報の利活用を可能とすること。

（周辺地域内事業者が作成する）計画の内容につい
て、エからキの部分を事業者が選択することとしてい
るが、すべての事項について報告するよう定めるこ
と。

ご意見の概要

（計画に含まれ得る）適正運転とは何か明示するこ
と。また、例えば「エコドライブ１０のすすめ」すべての
事項の実施を想定している場合、１つだけ実行すれ
ばよいのかなど具体的な取組の基準等を明示すると
ともに、当該取組について、誰がどのように確認する
のかを明示すること。

（周辺地域内事業者が行う）定期の報告の内容につ
いて、イからオの部分を事業者が選択することとして
いるが、すべての事項について報告するよう定めるこ
と。また、報告の内容に「指定地区内において運行す
る周辺地域内自動車の車種規制適合車の使用状
況」及び「車種規制適合車への代替計画」についても
定めること。
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NO ご意見に対する考え方

16
実績値の測定方法については、事業者において周辺地域内自動車を指定地区内に進入させ
る回数を測定することとなります。また、確認方法については、周辺地域内自動車を使用する
事業者に対し、報告徴収・立入検査を行うこと等を想定しています。

17
概要４．（１）運行回数の算定方法では、周辺地域内自動車を使用する事業者が複数台の車両
を指定地区に進入させる場合は、当該複数台の運行回数の合計が300回以上の場合に義務
の対象となります。また、回数の把握、確認方法については、ＮＯ１６のとおりです。

（運行回数の）実績値の測定方法、確認方法を具体
的にどのような手法によるのかを明示すること。

計画作成義務の対象要件の１つである運行回数に
ついて、周辺地域内自動車を使用する事業者が複数
台の車両を指定地区に進入させる場合は、当該複数
台の運行回数の合計が300回以上の場合に対象とな
ることを明示すること。また、運行回数の年300回の
測定方法、確認方法をどのような手法によるのか明
示すること。

ご意見の概要

４．周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令案
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